
医学部・附属病院・看護学部における 
公立大学法人大阪工事請負に係る 

事後審査型条件付き一般競争入札（郵便方式）共通入札説明書 
 
 
公立大学法人大阪（以下「法人」という。）が郵便方式で実施する工事請負に係る事後審

査型条件付き一般競争入札において、入札参加者は、この共通入札説明書のほか、「公立大
学法人大阪工事請負に係る事後審査型条件付き一般競争入札（郵便方式）実施要綱（以下「実
施要綱」という。）」及び「公立大学法人大阪工事請負に係る事後審査型条件付き一般競争入
札（郵便方式）入札心得（以下「心得」という。）」、当該入札案件に係る「入札公告（以下
「公告」という。）」の内容を遵守するとともに、「契約書（案）」及び「設計図書」等その他
契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 
 
 
１ 入札参加資格 
  次に掲げる要件を、すべて満たしていること。なお、下記要件を審査する基準日は、開
札日時とする。 
（１）次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること 

ア 成年被後見人 
イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規
定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29年
法律第 89 号）第 11 条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 
エ 民法第 17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた
被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意
を得ていない者 

カ 破産者で復権を得ない者 
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

32 条第１項各号に掲げる者 
（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再

生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た
だし、同法第 33 条第１項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開
始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。）第 17条第１項又は
第２項の規定による更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前



の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る新法による
改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。）第 30 条第１
項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立
て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者である
こと。ただし、新法第 41 条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に
基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立て
をしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）消費税及び地方消費税を完納していること。 
（５）営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている

者であること 
（６）公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと 
（７）公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第３条の規定に該当しな

いこと 
（８）建設業法（昭和 24年法律第 100 号）別表第１の上欄に掲げる建設工事の種類（以

下「業種」という。）のうち、公告に定める「業種」について、同法第３条第６項に
規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けていること。なお、一般建設
業の許可又は特定建設業の許可の別は公告によるものとする。 

（９）大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿に登載され、公告に定める「業種」につい
て、発注年度に該当する大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けており、公告
に「等級」を定めている場合は、その「等級」以上であること。 

（10）公告に定める「業種」について、公告に示す審査基準日以降の日を審査基準日とす
る建設業法第 27 条の 23の規定による経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）
を受けていること。 

（11）単体企業であること。 
(12) 公告に定める「参加可能業者の所在地」の要件を満たしていること。 

 (13) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正 11 年
法律第 70 号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）に
基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令
で適用が除外されている場合を除く。 

(14) 建設業法第 26 条第１項の主任技術者又は、同法第 26 条第２項の監理技術者を配
置すること。なお、請負金額が 4,500万円以上（ただし建築一式工事は 9,000万円以
上）の場合、技術者として「建設業法」第 26 条第 3項に基づく「専任の監理技術者」
又は 「専任の主任技術者」を配置できること。又、「特例監理技術者」を置く場合は
同条第 3項ただし書きに基づく「専任の監理技術者補佐」を配置すること。当該専任
性を求められる工事現場の監理技術者・主任技術者等には「経営業務の管理責任者」
及び「営業所における専任技術者」の配置はできない。また、監理技術者・主任技術
者は、公告の日において入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(入



札公告の日以前において３ヶ月以上の雇用関係を有すること。) 
 
２ 入札参加 
（１）入札参加を希望する者は、次の書類（以下「入札書等」という。）を提出しなけれ

ばならない。 
①入札書 
②入札参加申出書 

（２）入札書等の提出期間および提出場所 
①提出期間  公告の日から公告に示す提出期限まで 
②提出場所   契約担当課（19 に同じ） 

（３）入札書等は、公告に示す提出期限までに、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のど
ちらかの方法にて提出しなければならない。 

（４）入札書等の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。なお、「６ 入札の
保留、延期又は取り止め」（１）～（３）の理由により入札の保留等となった場合も
同様の扱いとする。 

 
３ 設計図書等の交付 
  設計図書、補足説明書、特記仕様書、契約書案、その他の資料（以下「設計図書等」と
いう。）の交付は、次のとおりとする。 
（１）設計図書等の種類 

公告に記載し、公表する。（公告の「関係資料等について」参照） 
（２）設計図書等の交付方法 

法人ホームページ「入札・調達情報」（以下「ホームページ」という。）に掲載し、
無償で交付する。ただし、ホームページにより交付することが適さない設計図書等は、
その他の方法にて交付することとし、その方法は、公告に記載し、公表する。 

 
４ 設計図書等に関する質問 
  設計図書等の内容についての質問は、次のとおりとする。なお、いかなる理由において
も期限を過ぎた質問については受け付けない。 
（１）受付期間  公告の日から公告に示す受付期限まで 
（２）質問方法  公告に示す方法により提出すること 
（３）回答方法   公告に示す日付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合 

    は、掲載しない。 
 
５ 入札方法 
（１）ホームページの公告ページに掲載している所定の入札書等をダウンロードして使



用すること。なお、入札書等は、法人より紙での配付を行わない。 
（２）入札書に記名押印の上、「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかによる方法で、

入札書等の提出期限までに指定された場所に到達するように提出しなければならな
い。 

（３）入札書等に記載する日付は、入札参加申出日とすること。なお、日付が無記入の場
合は、（２）により法人に到達した日を入札参加申出日とする。 

（４）入札書等の封かん方法等については、次のとおりとする。 
    ①入札用封筒に、入札書を入れること 

②入札参加申出書（以下「申出書」という。）は、郵送用封筒又は入札書を入れた
入札用封筒に入れること 

    ③郵送用封筒及び入札用封筒は、封かんすること 
    ④郵送用封筒及び入札用封筒に、当該案件名称及び郵便入札参加者名（商号名又は 

名称）を記載すること 
⑤封筒の記入方法等は、公告に示す「入札書の郵送方法について」のとおりとす
る。 

（５）入札書等は、法人への直接持参は認めない。 
（６）入札書等の提出期限までに到達しない入札書等は無効とする。 
（７）落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相

当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費
税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望
金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること 

（８）入札書の「くじ番号」欄に、任意の３桁のアラビア数字「０００～９９９」を記入
すること｡「０」の桁も必ず記入すること 

（９）提出された入札書等は返却しない。なお、「６ 入札の保留、延期又は取り止め」 
（１）～（３）の理由により入札の保留等となった場合も同様とする。また、提出済
みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

 
６ 入札の保留、延期又は取り止め 

入札執行の前又は執行中に、次の各号のいずれかの事由が生じ入札の執行が困難又は
執行すべきでないと認められるときは、入札の執行を保留、延期又は取り止め（以下「保
留等」という。）する場合がある。 
（１）天災地変等により郵便不着、遅延等の事由が発生したとき。 
（２）入札の執行を保留等すべきと判断するに相当する談合その他不正行為に関する情

報が、有力な証拠をもって通報されたとき。 
（３）その他、法人がやむを得ない事由により入札の執行を保留等すべきと判断したとき。 



 
７ 調査の実施 
  ６（２）により、入札を保留等したときは、必要に応じて入札に係る調査を行う。この
場合、入札参加者は必要に応じて調査に協力しなければならない。 

８ 入札保証金等に関する方法 
（１）入札保証金  免除 

 （２）契約保証金  公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 24 条第１項の規定に該当す 
           る場合は免除 
 
９ 入札に参加することができない者 
  入札参加申出書を提出した日（法人に到達した日とする。）から開札日時までの期間に
おいて、次のアからウまでのいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 
ア 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者 
イ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者 
ウ 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第３条の規定に該当する
者 

 
10 開札 
 （１）開札の日時・場所 
    公告において示した日時及び場所において行うものとする。 
 （２）開札の方法 
    開札は入札執行担当職員及び１名以上の入札担当職員で行い、郵送された郵送用

封筒及び入札書在中の入札用封筒を開封し、開札結果を発表する。また、開札の執行
をビデオカメラで録画する。 

（３）開札の傍聴 
開札を傍聴しようとする郵便入札参加者は、入札公告に示す期間内に開札の傍聴に

かかる申請をすることにより、傍聴の許可を得るものとする。傍聴の許可を得ていな
い者は傍聴することができない。 
①受付期間  公告の日から公告に示す受付期限まで（ただし、定員に達し次第締

め切る） 
②申請方法  入札公告に示す方法により受付するものとし、それ以外によるこ

とは認めない。傍聴は郵便入札参加者１者につき１名まで認め、受
付は先着順とし、入札公告に示す定員になり次第締め切るものと
する。 

③結果通知   傍聴可能な者についてのみ通知する。 
④開札傍聴の注意事項 



ア 傍聴の許可を得た者（以下「傍聴者」という。）は、開札時刻 10 分前までに
開札場所に集合しなければならない。開札時刻 10 分前を過ぎた場合は、傍
聴の許可を取り消し、開札場所に入場させないものとする。 

イ 傍聴者の身分を確認するため、開札場所に集合した傍聴者に、社員証等入札
参加業者の役員又は従業員であることを証明できるものを提示させるもの
とする。 

ウ 傍聴者が当該案件に応札していない場合は、傍聴の許可を取り消し、開札場
所に入場させないものとする。 

エ 入札執行担当職員は、傍聴者が心得第 6 条の２第７項の規定に違反すると
きは、これを制し、かつ、その指示に従わないときは、その傍聴者を退場さ
せるものとする。 

 
11 入札の無効 
 （１）心得の第７条各号及び第７条の２第３項の規定に該当する入札 
 （２）入札に参加する資格のない者の入札 
 （３）入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 
 （４）提出書類に虚偽の記載をした者の入札 
 （５）法人所定の入札書を用いないでした入札 
  
12 事後審査 
  開札の結果、落札者の決定を留保した上で、予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を
設けたときは、最低制限価格以上の価格で予定価格の制限の範囲内）で最低の価格をもっ
て申込みをした者を落札候補者とし、落札候補者に対して、入札参加資格の審査（以下、
「事後審査」という。）を行う。 

  ただし、開札後、「１ 入札参加資格」の審査を行い、入札参加資格を有しないことが明
らかとなった者の行った入札は無効とする。この場合は、事後審査申請書（以下「審査申
請書」という。）及び事後審査資料（以下「審査資料」という。）の提出は要しないことと
する。  

 （１）事後審査の方法等 
    ①予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者と

し、落札候補者についてのみ開札後、事後審査を実施する。 
    ②開札後、速やかに、落札候補者に対して、落札候補者に決定した旨通知し、落札

候補者以外への個別通知は行わない。落札候補者は、公告に示す提出期限までに
審査申請書及び審査資料を提出しなければならない。なお、提出しない場合は落
札候補者としての権利を失う。 
審査資料は、次のとおりとする。 



ア 大阪府建設工事競争入札参加資格審査結果の写し 
イ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
ウ 配置技術者調書 
エ 建設業の許可登録証（建設業許可の通知文など）の写し 
オ その他、必要と認められるもの（公告に記載） 

※提出された書類は返却しない。また、提出後の差し替えは認めない。（法人が
補正等を求める場合を除く。） 

      なお、提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。 
     ※提出された書類は、提出者に無断で他に使用しない。 

③公告により、配置技術者について以下の確認を行う。 
監理技術者又は主任技術者の資格及び入札者と当該監理技術者、主任技術者が
公告の日以前に雇用関係を有することを確認（３ヶ月以上の雇用期間の確認）す
るため、それぞれ次のⅰからⅲまでに掲げる書類を公告に示す日までに、事後審
査資料の提出先あて提出すること 

（監理技術者） 
ⅰ 監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）の写し（ただし、発注者が
原本を求めた場合は、発注者が示した期限までに原本を提示すること） 

ⅱ 監理技術者講習修了証（以下「修了証」という。）（平成 16 年２月 29 日以前
に資格者証の交付を受けた者は、不要。ただし、平成 16 年２月 29 日以前に講
習を受講し、平成 16年３月１日以降に資格者証の交付を受けた者のうち修了証
の交付を受けていない者については、監理技術者講習修了証明書に代えること
ができる。）の写し 

ⅲ ３ヶ月以上の雇用関係を求めるものとし、資格者証により確認できない場合
は、所属会社名が記載している資格者本人の、健康保険被保険者証の写し、住民
税特別徴収税額通知書の写し、源泉徴収票の写し、雇用保険における被保険者証
又は被保険者証通知書の写しの何れか。 
（ただし、発注者が原本を求めた場合は、発注者が示した期限までに原本を提示
すること） 

（主任技術者） 
ⅰ 資格者証又は国家資格者（１・２級建築士、１・２級建築施工管理技士）によ
る場合は合格証若しくは免許証の写し（ただし、発注者が原本を求めた場合は、
発注者が示した期限までに原本を提示すること） 

ⅱ 資格者証による場合は、監理技術者ⅱと同じ。 
ⅲ 監理技術者ⅲと同じ。 
（監理技術者補佐） 
建設業法第 26 条第３項ただし書に規定する監理技術者補佐を配置する場合、資



格の確認を行うために、次に掲げるア又はイに掲げる書類を提出すること 
ア 監理技術者資格を有することを示す書類（上記（監理技術者ⅰからⅲまで
の書類） 

イ 一級施工管理技士補の一級第一次検定合格証明書の写し（ただし、発注者
が原本を求めた場合は、発注者が示した期限までに原本を提示すること）及
び上記（主任技術者）ⅰからⅲまでに掲げる書類 
なお、建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求
める技術検定種目と同じであること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 ④落札候補者が同額により２人以上あるときは、心得の別紙「くじの方法」に定め
るところにより、落札候補者順位を決定し、その順位に従い事後審査を行う。く
じは開札日と同日に行うものとする。 

⑤事後審査の結果、入札参加資格があると判断した落札候補者を落札者とする。 
⑥事後審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと判断したときは、直ちに、
予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価
格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札候補者とし、事
後審査を行う。なお、次順位者が２人以上あるときは、前記④と同様の方法によ
り事後審査の順位を決定し、その順位に従い事後審査を行う。 

⑦前記⑥は、落札者を決定するまで繰り返すものとする。 
⑧上位順位の者の資格が有効であると確認された場合は、次順位者以降の事後審
査を行わない。 

※配置監理技術者・主任技術者について 
監理技術者・主任技術者については、公共性のある工作物に関する重要

な工事（請負金額 4,500 万円以上（建築一式工事の場合は、9,000 万円以
上）に設置される場合には、工事現場ごとに専任の者でなければならな
い。（建築業法第 26条第３項）当該専任性を求められる工事現場の監理技
術者又は主任技術者には、特定建設業又は一般建設業の許可要件である経
営業務の管理責任者及び営業所における専任技術者は、なれないので注意
すること。 

 
＜建設業法第７条第１項、第 15 条第１項＞ 
・経営業務の管理責任者は、建設業法により常勤を義務付けられています。 
・営業所における専任技術者についても、営業所に常勤して専らその職務に
従事することが求められています。 



 （２）事後審査の結果通知 
事後審査の結果については、事後審査結果通知書により通知するものとする。 

 （３）事後審査の結果に対する説明要求 
        事後審査で、入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から起算し

て、３日（土・日・祝日を除く。）までであれば、法人に対して、入札参加資格がな
い旨の理由の説明を求めることができる。なお、説明を求める場合は、事後審査結果
に対する説明要求書を審査申請書の提出先に提出しなければならない。 

 
13 低入札価格調査基準価格未満の価格で入札する場合の根拠資料 
（１）根拠資料の作成 

低入札価格調査制度を採用した入札で低入札価格調査基準価格（以下「調査基準価
格」という。）未満の価格で入札した者は、当該入札価格の根拠とする詳細資料（以
下「根拠資料」という。）を公告で指定された提出期限までに作成しなければならな
い。なお、根拠資料を作成しない者の調査基準価格未満の価格での入札は認めない。 

（２）根拠資料の提出 
事後審査の対象者の入札金額が、調査基準価格未満である場合は、審査申請書及び

審査資料と併せて、根拠資料を提出しなければならない。 
（３）調査及び審査 

根拠資料に基づき、当該入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされる
か否かの調査及び審査を行う。 

 
14 落札候補者及び落札者の決定 

心得第８条の規定により、落札候補者及び落札者を決定する。なお、落札者は、開札後、
事後審査を行った後に決定するため、落札者の決定までに日時を要する。 

 
15 開札結果及び入札結果の公表 
（１）開札結果及び入札結果はホームページに掲載する。 
（２）くじにより落札候補者順位を決定した場合は、同価入札者名、同価入札者に付与し

た抽選番号、同価入札者のくじ番号及びその合計額、合計額を同価入札者の数で除し
た「余り」等を、ホームページの公告ページに掲載する。 

 
16 契約手続き等 
 （１）契約書を作成する場合において、落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の日の

翌日から起算して、10 日以内（土・日・祝日を除く。）又は公告に提出期日の指定が
ある場合は公告に記載の期日までに契約担当者に提出しなければならない。 
ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。 



 （２）（１）の期間内に契約書の提出がない場合は、落札者又は契約の相手方としての権
利を失う。 

（３）落札決定の日から契約締結の日までの期間において、落札者が、次のアからウのい
ずれかに該当した場合は、契約を締結しないことがある。 
ア 入札参加資格の要件を満たさなくなった場合 
イ 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けている場合 
ウ 公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 15 条第１項に該当する場合 

（４）落札決定の日から契約締結の日までの期間において、落札者が、公立大学法人大阪
暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第３条の規定に該当した場合は、契約を締結
しないものとする。 

 （５）（２）から（４）により落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の２
に相当する金額を違約金として徴収する。この場合、法人は一切の責めを負わないも
のとする。 

 
17 誓約書の提出 

 落札者は、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第５条第１項に規 
定する誓約書を契約締結までに提出するものとする。なお、落札者が誓約書を提出しない 
ときは、落札者としての権利を失う。 

 
18 契約条項を示す場所 

ホームページの公告ページに掲載 
 
19 契約担当課 

公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局 財務課  
〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7  
TEL：06-6645-2811    FAX：06-6646-3463    
電子メール： gr-a-keki-keiyaku[at]omu.ac.jp 

                ※[at]をを@に置き換えてください。  
 
20 その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。 
 （３）事後審査は、開札後、落札候補者についてのみ実施する。そのため開札結果で公表

されている全ての入札参加者が、当該案件の入札参加資格を有しているとは限らな
いため、留意すること。 



（４）落札候補者は、審査資料の提出時に、本法人が指定した内訳書を提出すること。な
お、必要があると認められる場合は、内訳書の内容の説明を求めること及びより詳細
な内訳書の提出を求めることがある。 

 （５）この公告に定めのない事項については、実施要綱、心得、法人の定める諸規定及び
その他各種法令の定めるところによる。 

（６）本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として「18 
契約条項を示す場所」で掲げている契約条項から変更できないものとする。 


